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   高山市留守家庭児童教室の設置等に関する条例の一部を改正する条例について 

 

 高山市留守家庭児童教室の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定するもの
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提案理由 

 児童福祉法の改正に伴い対象児童の拡大等を行うため改正しようとする。 

 

 

 



   高山市留守家庭児童教室の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 高山市留守家庭児童教室の設置等に関する条例（昭和５３年高山市条例第４５号）の一部を次の

ように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

   高山市留守家庭児童教室の設置等に関す

る条例 

   高山市放課後児童クラブの設置等に関す

る条例 

（目的） （目的） 

第１条 この条例は、小学校に就学している児童

で児童の保護者が労働等により昼間家庭にい

ないものに、授業の終了後留守家庭児童教室

を設置し、当該児童に適切な遊び及び生活の

場を与えて、心身ともに健全な育成を図るこ

とを目的とする。 

 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和２２年法

律第１６４号）第６条の３第２項に規定する

放課後児童健全育成事業（以下「事業」とい

う。）を実施するため、放課後児童クラブ（以

下「クラブ」という。）を設置し、子ども・

子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第

２条に定める基本理念に基づき、児童に適切

な遊び及び生活の場を与えて、心身ともに健

全な育成を図ることを目的とする。 

  

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 留守家庭児童教室の名称及び位置は、次

のとおりとする。 

第２条 クラブの名称及び位置は、次のとおりと

する。 

名称 位置 

高山市東小学校区留守

家庭児童教室 

高山市松之木町２９６

２番地１ 

高山市西小学校区留守

家庭児童教室 

高山市総和町２丁目１

８番地１ 

高山市南小学校区留守

家庭児童教室 

高山市岡本町１丁目１

８番地 

高山市北小学校区留守

家庭児童教室 

高山市桐生町２丁目２

１番地 

高山市山王小学校区留

守家庭児童教室 

高山市片野町６丁目４

００番地 

高山市江名子小学校区

留守家庭児童教室 

高山市江名子町２８３

８番地 
 

名称 位置 

高山市東小学校区放課

後児童クラブ 

高山市松之木町２９６

２番地１ 

高山市西小学校区放課

後児童クラブ 

高山市総和町２丁目１

８番地１ 

高山市南小学校区放課

後児童クラブ 

高山市岡本町１丁目１

８番地 

高山市北小学校区放課

後児童クラブ 

高山市桐生町２丁目２

１番地 

高山市山王小学校区放

課後児童クラブ 

高山市片野町６丁目４

００番地 

高山市江名子小学校区

放課後児童クラブ 

高山市江名子町２８３

８番地 
 



高山市新宮小学校区留

守家庭児童教室 

高山市新宮町２６３５

番地２ 

高山市三枝小学校区留

守家庭児童教室 

高山市中切町７１５番

地 

  

高山市花里小学校区留

守家庭児童教室 

高山市花里町１丁目５

４番地 

高山市丹生川小学校区

留守家庭児童教室 

高山市丹生川町坊方１

９９７番地３ 

高山市清見小学校区留

守家庭児童教室 

高山市清見町三日町１

１２番地 

  

 

高山市宮小学校区留守

家庭児童教室 

高山市一之宮町３０８

７番地 

高山市久々野小学校区

留守家庭児童教室 

高山市久々野町久々野

１７７２番地 

高山市朝日小学校区留

守家庭児童教室 

高山市朝日町万石７３

５番地 

高山市本郷小学校区留

守家庭児童教室 

高山市上宝町在家１６

４２番地 

  

 
 

高山市新宮小学校区放

課後児童クラブ 

高山市新宮町２６３５

番地２ 

高山市三枝小学校区放

課後児童クラブ 

高山市中切町７１５番

地 

高山市岩滝小学校区放

課後児童クラブ 

高山市滝町２２０番地 

高山市花里小学校区放

課後児童クラブ 

高山市花里町１丁目５

４番地 

高山市丹生川小学校区

放課後児童クラブ 

高山市丹生川町坊方１

９９７番地３ 

高山市清見小学校区放

課後児童クラブ 

高山市清見町三日町１

１２番地 

高山市荘川小学校区放

課後児童クラブ 

高山市荘川町新渕１３

０番地 

高山市宮小学校区放課

後児童クラブ 

高山市一之宮町３０８

７番地 

高山市久々野小学校区

放課後児童クラブ 

高山市久々野町久々野

１７７２番地 

高山市朝日小学校区放

課後児童クラブ 

高山市朝日町万石７３

５番地 

高山市本郷小学校区放

課後児童クラブ 

高山市上宝町在家１６

４２番地 

高山市栃尾小学校区放

課後児童クラブ 

高山市奥飛驒温泉郷栃

尾３５０番地 

２ 市長が必要と認めたときは、前項の場所のほ

か、分室を置くことができる。 

  

（休業）  

第３条 市長は、第５条に規定する申請があつた

場合において、第４条に定める入室の資格が

あると認められる児童の数が１０人に満たな

いときは、留守家庭児童教室を休業すること

ができる。 

 



  

（入室の資格） （対象児童） 

第４条 留守家庭児童教室に入室できる者は、高

山市立学校の設置等に関する条例（昭和３９

年高山市条例第２６号）に規定する小学校に

就学する第１学年から第３学年までの児童

（以下「児童」という。）のうち、保護者等

の保護が１月につき１０日以上欠け、その状

態が２月以上継続する家庭の児童（以下「留

守家庭児童」という。）とする。 

第３条 事業の対象となる児童は、市内の小学校

に就学している児童のうち、保護者の就労、

疾病その他の理由により、継続的に保護者の

保護を受けることができない児童（以下「対

象児童」という。）とする。 

  

（入室の申請） （利用の申請） 

第５条 児童を留守家庭児童教室に入室させよ

うとする保護者等は、市長に入室の申請をし

なければならない。 

第４条 事業の利用を希望する対象児童の保護

者は、市長に利用の申請をしなければならな

い。 

  

（入室の承認） （利用の承認） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があつた

場合は、当該小学校長の意見を聴取し、留守

家庭児童として認めたときは、留守家庭児童

教室への入室を承認するものとする。 

第５条 市長は、前条の申請があった場合におい

て、保護者の児童が対象児童であることを認

めたときは、事業の利用を承認するものとす

る。 

  

 （利用の取り消し） 

 第６条 市長は、事業を利用する児童が次のいず

れかに該当すると認めたときは、事業の利用

を取り消すことができる。 

 ⑴ 対象児童に該当しなくなったとき。 

 ⑵ クラブの運営上、支障があると市長が認め

たとき。 

  

（指導員）  

第７条 留守家庭児童教室に入室した児童の指

導を行うため、指導員を置く。 

 

２ 指導員は、留守家庭児童の育成指導について  



熱意を有する者で、児童の指導に知識や経験

を有するものとする。 

  

（保育料） （利用料） 

第８条 保護者等は、月額３，０００円の範囲内

で市の規則で定める額の保育料を納入しなけ

ればならない。ただし、市長が必要と認めた

ときは、保育料を減免することができる。 

第７条 事業を利用する保護者は、児童１人につ

き月額３，０００円の範囲内で市の規則で定

める額の利用料を納入しなければならない。

ただし、市長が必要と認めたときは、利用料

を減免することができる。 

  

（委任） （委任） 

第９条 （略） 第８条 （略） 

   附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 


